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○ 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保
○ 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築

実施後５年を目途に、企業単位では許可業者の加入率１００％、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指す。

これにより、 を実現

①建設業許可・更新時の加入状況確認
・建設業許可・更新の申請時に保険加入状況を確認し、未加入企

業を指導。

②建設業担当部局による監督
・建設業法に基づく立入検査等により、保険加入状況、元請企業

の下請企業指導状況を確認・指導。

③経営事項審査の厳格化
・経営事項審査における保険区分の明確化、減点幅の拡大。

④社会保険担当部局（厚生労働省）との連携
・社会保険担当部局への通報、社会保険担当部局からの働きかけ。

○元請企業による下請指導
・施工体制台帳、再下請通知書、作業員名簿等により、下請企業の保

険加入状況を把握し、未加入企業を指導。

○元請企業・下請企業による重層下請構造の是正に向けた取組
・元請企業の指導下、下請企業（特に１次下請企業）による重層下請

の抑制に向けた啓発・指導。
・下請企業における適正な受注先企業の選定、未加入企業との請負契

約締結の抑止。

○建設企業（特に下請企業）における取組
・雇用関係にある社員と請負関係にある者の明確化・雇用化の促進。
・雇用関係にある者の保険加入徹底。
・業界における見積時の法定福利費の明示 等。

①就労履歴管理システムの普及・活用 ②社会保険適用促進に向けた研究

①行政、建設業団体、関係団体による推進協議会の設置
②各建設業団体による保険加入計画の策定・推進
③行政、関係団体、保険者等様々な主体による周知・啓発

①発注者への要請・周知、元請企業への指導
②業界における見積時の法定福利費の明示
③ダンピング対策 ④重層下請構造の是正

１．行政・元請・下請一体となった保険加入の推進

○ 技能労働者の処遇が低下し、若年入職者減少の一因

○ 適正に法定福利費を負担する企業ほど受注競争上丌利

総合的対策の推進

課 題

目指す姿

※平成２９年度までの中間時点でそれまでの実施状況を検証・評価し、対策の必要な見直しを行った上で、計画的に推進する。

３．建設企業の取組
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○ 特に、年金、医療、雇用保険に未加入の企業が存在。
【企業別】 ３保険とも加入している割合 全国８４％（北海道８４％）
【労働者別】３保険とも加入している割合 全国５７％（北海道６２％）

出典：公共事業労務費調査（平成２３年１０月）調査企業数：2.5万、調査労働者数：11.6万人

現 状

２．行政による制度的チェック・指導

４．法定福利費の確保

５．その他

雇用者数の約９割

① 社会保険未加入問題への対策の概要



①営業所での取組 ②工事現場での取組

国土交通省・
都道府県

（建設業担当部局）

厚生労働省
（社会保険担当部局）

建設企業
（申請時）

建設企業
（営業時）

建設企業（元請）

加入勧奨・強制適用

施工体制台帳等を活用したチェック・指導

許可・更新申請
保険加入の
チェック・指導

保険加入に関する
立入検査・指導

（未加入の場合の
監督処分）通報

建設労働者建設企業 建設業団体

国・都道府県
（建設業担当部局）

発注者（財）建設業振興基金 社会保険労務士会

就労履歴管理機関学校・職業訓練機関

保険加入促進ネットワーク

経審申請

保険加入の
チェック・評価・指導

加入勧奨・強制適用

未加入企業に対する
指導・（監督処分）

受発注者間ガイドライン
の遵守、発注時の考慮

雇用関係の明確化
雇用者の保険加入

保険の仕組みを
理解

経営改善・保険加入に
関する相談受付

事務手続きの支援

保険加入のチェック
システム普及

保険制度の啓発・
優良企業等の情報提供

会員企業に情報提供
加入企業の評価・支援

国土交通省・
都道府県・

駆け込みホットライン
（建設業担当部局）

厚生労働省
（社会保険担当部局）

通報

建設企業（下請）

建設企業（再下請）

通報

国
（社会保険担当部局）

未加入企業に対する
加入勧奨・強制適用

発注者

法定福利費の適正な考慮

通報
再下請通知書等を活用したチェック・指導

立入検査・
指導

○ 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保

○ 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築
目 的

○ 行政、元請、下請など関係者が一体となって建設業界の保険加入徹底に取り組む。

○ 営業所・工事現場での取組のほか、保険加入促進のネットワークを構築して保険加入を推進・支援する。
取 組

③関係者が連携して保険加入を推進・支援
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Ⅱ ．社会保険未加入対策推進協議会の設立

Ｉ．推進体制の構築

【中建審の提言抜粋（本年３月）】
「今後は、行政・発注者・元請企業・下請企業・建設労働者等の
関係者が一体となって、社会保険未加入は許さないとの固い
決意をもって対策に取り組むことが不可欠である。このため、
必要な推進体制を速やかに構築し、それぞれの立場からの
取組を着実に進めるべきである。」

１ 全国協議会
（１）活動内容
①社会保険未加入対策を進める上で課題に関する意見の交換
②社会保険未加入対策に関する取組方針についての協議・確認
③社会保険加入の徹底に向けた周知及び啓発
④関係者の取組状況の情報共有及び意見の交換

（２）構成
学識経験者（蟹澤芝浦工業大学教授、水町東京大学教授）、
建設業者団体・発注者団体・労働者団体（７３団体）
厚生労働省・日本年金機構（社会保険担当部局）、
国土交通省（建設業担当部局）

（３）今後の予定
第１回：Ｈ２４年５月２９日（火）

・社会保険未加入対策の推進の申し合わせ
・社会保険加入促進計画の作成依頼 など

第２回：Ｈ２４年１０月予定
・社会保険加入促進計画の公表
・法定福利費の標準見積もりの取りまとめ など

２ 地方協議会
（１）地域ごとに、その実情に応じた加入徹底をきめ細かく行う観点から、

地方ブロックにおいても協議会を開催
（２）構成： 学識経験者（必要に応じ）・建設業者団体・厚生労働部局・

建設業担当部局

３ ワーキンググループ
（１）全国協議会の下に、主な関係団体の実務担当者及び行政担当者により

構成されるワーキンググループを設置。
（２）協議会に諮る事項の事前調整、周知・啓発の具体的内容など必要な

事項について意見交換。
（３）構成メンバーは、日建連、全建、全建総連、日本躯体、日建大協、

全鉄筋、日左連、日塗装、日空衛、電設協、日機協の建設業団体、
社会保険担当部局（厚生労働省）及び建設業担当部局（国土交通省）。

○ 建設企業の社会保険加入を計画的に進めるため、参加建設業者団体は
それぞれ、社会保険加入促進計画を策定する。

○ 策定した計画は、全国協議会等において情報共有し、他団体の取組の
参考とする。

○ 傘下企業の加入状況は、アンケート調査等により把握し、記載する。
○ 初年度（平成２４年度）については、第２回協議会までに計画を登録する。
○ ２年目以降は、年１回フォローアップを行う。

Ⅲ．加入促進計画

【対応方針】
○行政、建設業者団体、関係団体による推進協議会の設置
社会保険未加入対策を行政、建設業者団体、関係団体等の関係者が
一体となって継続的に実施するため、保険未加入対策推進協議会を
全国及び地方ブロックに設置する。

○各建設業団体による保険加入促進計画の策定・推進
保険未加入対策推進協議会に参加する各建設業者団体は、それぞれ
の立場から主体的な取組を計画的に進めるため、計画期間５年間の
社会保険加入促進計画を策定し、毎年フォローアップを実施する。

② 社会保険加入推進体制

5



③ 第１回社会保険未加入対策推進協議会の概要（抄）

１．開催日時等 平成２４年５月２９日（火）１５：３０～１７：００ 於合同庁舎３号館１０階共用会議室

２．参加者 蟹澤教授（芝浦工業大学）、建設業者団体７３団体、その他関係団体１４団体、厚生労働省職業安定局、同省
労働基準局、同省年金局、同省保険局、国土交通省土地・建設産業局等

３．議事概要

（１）社会保険未加入対策の全体像に関する説明

（２）推進協議会の規約承認・会長等の決定
・ 会長に芝浦工業大学の蟹澤教授を選出。

（３）社会保険未加入対策に関する各種方策の説明

（４）社会保険加入促進計画の策定例の発表
・ （社）日本建設業連合会より、同連合会が４月に策定した社会保険加入促進計画をプレゼンテーション。

（５）意見交換
参加した関係団体代表より質疑のほか、次のような意見があった。

・ 前向きに対応するが、我々としては発注者・元請から法定福利費を確保する必要がある。法定福利費の確保に向
け、前向きな対応をお願いしたい。法定福利費が費用一式の中に隠れてしまうと困るので、しっかりとした対応をお願
いしたい（（社）日本建設大工工事業協会）。

・ 既にパンドラの箱は開いており、社会保険未加入対策を進めるしか生き残る道は無い。取組を是非とも成功させた
い。そのためにも、法定福利費の真水をきちんと確保する必要がある。発注者や総合工事業団体、そして我々専門
工事業団体が労働者に至るまで費用を流して行く必要がある（（社）全国鉄筋工事業協会）。

・ 推進協議会の発足により建設産業が一体となって進められるようになる。保険加入に関する実態調査を行ったとこ
ろ、本来であればやらなければならないことをやっていないという実態が浮かび上がってくる。非常に大変なことでは
あるが、本来は義務である社会保険への加入を徹底し、業界にも周知していきたい（（一社）日本塗装工業会）。

（６）推進協議会における申し合わせ

・ 行政、元請団体、下請団体等の関係者が一丸となって社会保険未加入対策を推進するため、「社会保険未加入対
策の推進に関する申し合わせ」を採択した。
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記載内容

１．団体の基本的事項
○団体名、代表者名、所在地、会員数、主な業種等を記載する。

２．基本的な方針
○団体としての取組方針を明らかにする。

３．保険加入の状況

○当該団体の把握している会員企業及び下請企業の保険加入の
現況を具体的に示す。

○具体的な把握方法、現況の分析についても明らかにする。

４．取組の内容

○保険加入に向けて団体として自主的に取り組む具体的な対策を
示す。

○例えば以下のような観点からの取組が考えられる。
１）事業者への周知・保険加入の徹底
２）工事現場での確認・指導
３）法定福利費の確保
４）重層下請構造の是正
５）一人親方対策
６）就労履歴管理対応
７）優良企業認定制度の取組
８）保険関係事務手続きの支援
９）未加入者の排除 等

○ 傘下の建設企業の社会保険加入を計画的に進める

ため、全国協議会構成団体はそれぞれ、社会保険加入

促進計画を策定する。

○ 策定した社会保険加入促進計画は、全国協議会等に

おいて情報共有し、他団体の取組の参考とする。

○ 傘下企業の加入状況は、アンケート調査等により把

握し、記載する。

○ 計画期間は５年間とし、毎年のフォローアップ結果を

見ながら、必要に応じ改定を行う。

○ 初年度（平成２４年度）については、第２回協議会（１１

月を予定）までに「社会保険加入促進計画」を登録する。

○ ２年目以降は、年１回フォローアップを行う。

※全国推進協議会の参加団体に対し、計画策定の参考と

するため、平成２４年４月に「社会保険加入促進計画の

枠組み（案）」を提示済み

概 要

○ 各建設業者団体は、傘下の建設企業の保険加入状況を把握するとともに、それぞれの立場から主体的な
取組を計画的に進めるため、これから「社会保険加入促進計画」を策定することとしています。

※「社会保険促進計画の枠組み（案）」の概要

④ 社会保険加入促進計画
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○ 保険未加入対策を進める上で、法定福利費が発注者から元請、下請企業を経由して個々の技能労働者まで適正に支払われる
ようにすることは重要な課題である。

○ 本来、法定福利費は受注者が義務的に負担しなければならない費用であり、発注及び受注者は見積時から必要経費として考
慮すべきとされている。発注者から工事を請負った元請は、ガイドライン上、社会保険等に加入し保険料を適正に納付す
ることが求められている。

（・平成 ３年 建設産業における生産システム合理化指針
・平成２３年 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン）

○ しかし、現在の現場の状況を見ると、民間工事の発注者・元請間や元請・下請間、下請・再下請間では、トン単価・㎡単価
等による見積が一般的となっており、法定福利費が具体的にどうなっているのかが見えない状態となっている。

対応方針

現 状

スケジュール

○ 見積の方式を変更し、従来の総額単価だけでなく、これに含まれる法定福利費見込額を内訳として明示することにより、
必要な金額の確保に繋げることとする。

○ このため、各専門工事業団体において、各々の専門工事業者の実情を踏まえた標準見積書を検討・作成し、その作成手順
書と併せて会員企業に周知をするとともに、元請団体・元請企業にこの活用を求める。

○ 第１回推進協議会（５月２９日）において各専門工事業団体に依頼。

○ ９月頃までに各専門工事業団体において検討し、第２回推進協議会（１０月予定）に状況を報告。

⑤ 標準見積書における法定福利費の内訳明示
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建設産業においては、建設投資の急激かつ大幅な減少に伴い価格競争が激しくなり、本来負担すべ

き雇用、医療、年金保険の法定福利費を適正に負担せずに低価格競争を行う企業や事業者が存在して

います。その結果、技能労働者の離職や若年入職者の減少が進み、真面目に技能労働者を遇する企業

ほど不利になり、技能労働者の確保と、事業者間の公平で健全な競争環境を構築するために、社会保

険未加入問題は、今日もはや避けては通れない重要な課題となっています。

こうした状況に鑑み、本日、建設産業に関わる関係者が一同に会して、社会保険未加入対策推進協議

会を設立いたしました。

私たち行政・元請企業・下請企業・建設労働者といった関係者は、これを機にそれぞれの立場で社会

保険加入に向けた取組を計画的に着実に進めるとともに、社会保険加入の前提となる法定福利費の原

資の確保に向け、発注者から下請企業まで適正に支払われるようそれぞれの立場からの取組を行うな

ど社会保険未加入問題への対策を総合的に推進します。そのため、関係者が一体となって、社会保険

未加入は許さないとの固い決意をもって、社会保険加入を徹底することを申し合わせます。

平成２４年５月２９日
社会保険未加入対策推進協議会

⑥ 社会保険未加入対策の推進に関する申し合わせ
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建設業の社会保険未加入対策の一環として、省令等（※）の改正が行われました（H24.5.1公布）。
これを受け、次のとおり、新たな取組みがスタートします。

○ 建設業の許可・更新の申請時に、新たに保険加入状況を記載した書面を提出していただきます。

国・都道府県の建設業担当部局は、申請者の保険加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては、

加入指導を実施します。

（３） 平成24年11月より、施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。

○ 施工体制台帳に、特定建設業者及び下請企業の保険加入状況を記載していただきます。また、下請企業には、 再下
請企業の保険加入状況を特定建設業者に通知していただきます。

国・都道府県の建設業担当部局は、営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに、工事現場への

立入検査による施工体制台帳等の確認を行い、元請企業による下請企業への指導状況の確認を実施します。

（１） 平成24年7月より、保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなります。

○ 経営事項審査について、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されます。

（３保険すべてに未加入の場合：現行▲６０点→改正後▲１２０点）

※１１月より、国・都道府県の建設業担当部局は、経営事項審査時に未加入であることが判明した企業に対しては、

加入指導を実施します。

（規則第4条・様式（新）第20号の3関係）

（規則第14条の2・第14条の4関係）

（規則様式第25号の11・第25号の12、告示第1の4の1・付録第2関係）

（２） 平成24年11月より、許可申請書に、保険加入状況を記載した書面の添付が必要となります。

（※） 建設業法施行規則 （昭和24年建設省令第14号）

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件（平成20年国土交通省告示第85号)

⑦ 社会保険未加入問題への対策に関する省令等の改正
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（２）協力会社組織を通じた指導等

（３）下請企業選定時の確認・指導等

（４）再下請負通知書を活用した確認・指導等

本ガイドラインは、建設業における社会保険の加入について、元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明
確にするものであり、建設企業の取組の指針となるべきもの

社会保険については、関係者を挙げて未加入問題への対策を進め、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に
取り組むことが求められており、元請企業においても下請企業に対する指導等の取組を講じる必要。指導対象は、元請企業と直
接の契約関係にある者に限られず、元請企業が請け負った建設工事に従事するすべての下請企業だが、元請企業がすべて直接
指導せず、直接の契約関係にある下請企業に指示し、又は協力させ、元請企業はこれを統括するという方法も可能。

第１ 趣旨

第２ 元請企業の役割と責任

様々な機会をとらえて協力会社の社会保険に対する意識を
高めることが重要であり、具体的には次の取組を実施
（ア）協力会社の社会保険加入状況の定期的な把握
（イ）協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨
（ウ）未加入が発覚した協力会社への早期加入指導

下請契約に先立って、選定の候補となる建設企業について社
会保険の加入状況を確認し、適用除外でないにもかかわらず
未加入である場合には、早期に加入手続を進めるよう指導
遅くとも平成２９年度以降においては、社会保険の全部又は一
部に適用除外ではなく未加入である建設企業を下請企業に
選定しないとの取扱いとすべき

再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請企
業が社会保険に加入していることを確認し、未加入の企業が
あれば、（３）と同様に指導

（１）総論

※確認にあたっては、必要に応じ、関係資料のコピーを提示させるなど、真正性の
確保に向けた措置を講ずることが望ましい

※

（５）作業員名簿を活用した確認・指導等
新規入場者の受け入れに際して、各作業員について作業員
名簿の社会保険欄を確認 し、未加入等が発覚した場合には、
作業員名簿を作成した下請企業に対し、作業員を適切な保
険に加入させるよう指導
遅くとも平成２９年度以降においては、適切な保険への加入
が確認できない作業員について、特段の理由がない限り現
場入場を認めないとの取扱いとすべき

※

⑧ 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
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平成２４年 ５月２５日 パブリックコメント開始
平成２４年 ７月 ４日 通知
平成２４年１１月 １日 施行

ア その雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行うこと

イ 元請企業が行う指導に協力すること

第３ 下請企業の役割と責任

第４ 施行期日等

社会保険加入を徹底するためには、建設労働者を雇用する者、特に下請企業自らが積極的にその責任を果たすことが必要不可欠

建設労働者について、労働者である社員と請負関係にある者の二者を明確に区別した上で、労働者である社員についての保険
加入手続を適切に行うこと
労働者であるかどうかは、関連する諸要素を勘案して総合的に判断されるべきものであるが、保険未加入対策の推進を契機に、従
来の慣行が適正なものかどうか見直しを行うことが望ましい

元請企業の指導が建設工事の施工に携わる全ての下請企業に行き渡るよう、元請企業による指導の足りないところを指摘、補完
し、もしくはこれを分担するとともに、再下請企業の対応状況について元請企業に情報提供すること

本ガイドラインは、平成２４・２５年度にかけての取組を中心に記載した
ものであり、今後、本ガイドラインに基づく取組状況等を踏まえて必要
があると認めるときは、ガイドラインの見直しなど所要の措置を実施

（７）建設工事の施工現場等における周知啓発
関係者に対し周知啓発を図るため、次の取組を実施
ア ポスター掲示、パンフレット等提供、講習会開催による周知啓発 イ 協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨

（８）法定福利費の適正な確保
元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要
元請負人が、法定福利費相当額を一方的に削減したり、法定福利費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結し、
その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に
違反するおそれ

（６）施工体制台帳の作成を要しない工事における取扱い
建設工事の施工に係る下請企業の社会保険の加入状況及び各作業員の保険加入状況について、元請企業は適宜の方法に
よって把握し、未加入である場合には指導を行うことが望ましい
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⑨ 社会保険未加入に対する取り組みへの問合せ窓口設置について

・ （一財）建設業振興基金では、社会保険未加入に対する取り組みについての問合せ窓口を設置。

・ 保険加入に当たっての手続き等については、社会保険労務士会と連携した体制を構築して相談に対応。

【問合せ先】

（一財）建設業振興基金 構造改善センター

TEL 03-5473-4572 FAX 03-5473-4594 

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00

（土日・祝日を除く）

※ 相談を希望される方は、右の申込書に記入の上、 ＦＡＸを送
信してください。

様式は、建設業振興基金のホームページから入手できます。

http://www.kensetsu-kikin.or.jp/hoken-kanyu/file/mousikomi.pdf

出典：（一財）建設業振興基金ＨＰ http://www.kensetsu-kikin.or.jp/hoken-kanyu/ 13



⑩ 社会保険未加入に関するリーフレットを活用した周知啓発について

・ 行政、関係団体、元請企業、下請企業など、様々な主体から、リーフレット等を活用した周知を行う。

・ リーフレットのデータを協議会構成団体、建設業担当部局に送付し、活用を依頼。
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・ 建設企業で働く労働者向けのリーフレットも作成し、①社会保険加入のメリット、②加入状況の確認方法、③未加入の場
合の対応方法、④わからないことがあった場合の問合せ先、⑤未加入に対する取組の実施内容を記載し、個々の労働
者への周知・啓発を行う。
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※資本金10億円以上の企業では、総利益率は13%程度から11%程度
に低下、販管費率は8%前後で安定的に推移

建設産業の再生と発展のための方策2011（概要）
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建設産業の再生と発展のための方策2012
～「方策2011」を実現し、東日本大震災を乗り越えて未来を拓く～

全産業（55歳以上）

全産業（29歳以下）

出所：（一社）海外建設協会

初の1兆円突破
（1983年度）

9,072億円
（2010年度）

1兆3,503億円
（2011年度）

過去最高額
1兆6,813億円
（2007年度）

将来的にも地域を支え得る足腰の強い建設産業の構築 建設産業に求められる多様なニーズ・役割への対応

○就業者は高齢化・若年層が減少 ○地方公共団体の土木部門の職員数は減少

○海外の受注実績

現場の施工力の再生
（技術者や技能労働者の確保・育成）

公正な契約・取引関係の構築
（重層下請構造の是正）

多様な事業領域・契約形態への展開
（技術力・事業企画力の発揮）

将来の建設産業を見据えて優先的に取り組むべき課題

当面講ずべき対策

国土づくり・地域づくりの担い手として建設産業に期待される姿
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H4年度 H23年度 増減率

建設投資 ８４兆円
（ピーク時）

４２兆円 ▲５０％

特定建設業者
（大規模工事の元請）

３８３１５業者４３７５３業者 ＋１４％

就業者
（営業職）

２７万人 ３１万人 ＋１５％

就業者
（技能労働者）

４０８万人 ３１６万人 ▲２３％

入職者（新規学卒）

（高卒）
３.４万人 １.４万人 ▲６０％

入職者（新規学卒）

（大卒・院卒等）

２.９万人 １.８万人 ▲３７％

○被災地では技能労働者の確保が困難に

○ 被災3県の7割の企業が
技能労働者の確保困難

○ 全国でも同様の傾向

2009
4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6

○建設投資の減少に伴い受注競争が激化

○ 工事現場を支える技能労働者・技術者の入
職者が激減

○ 少なくとも今後１０年程度以内に、技能労働
者の不足が恒常化するとの懸念（推計）

アジア通貨危機
（1997年度）

建設業：約３割が５５歳以上

建設業：２９歳以下は約１割

出所：北海道建設業信用保証（株）、東日本建設業保証（株）、西日本建設業保証（株）
「建設業景況調査」より国土交通省作成

出所：総務省「労働力調査」

出所：総務省「地方公共団体定員管理調査」他

H24.7.10 国土交通省
建設産業戦略会議取りまとめ
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○状況に応じた施工確保対策
の追加・拡充

○東日本大震災の特例措置の
検証

・復興JV制度、被災地外からの労
働者確保、資材調達に伴う措置

・CM方式を活用した復興まちづく
り

・直近の実態を反映した公共工事設
計労務単価、資材価格等の設定 等

○同様の災害への対応として
の制度化

○恒久的な措置としての一般
化を検討

東日本大震災への
対応を次に活かす

○適正な競争環境の整備
・公共調達の基本理念の明確化

（個々の工事品質に加え、地域社会の担い手確保を発注者責務に）

・人を大切にする施工力のある企業が適正に評価される環境の整備

（公正な下請契約や、技能労働者の雇用・育成を評価）

・専門工事業者等の新たな評価の仕組みの導入

・地域維持事業の適正な評価

・適正な価格による契約の推進（ダンピング対策等）

・下請契約における支払の透明性の確保

○プロジェクトに対応した円滑な契約のための支援
・新たな事業ニーズに対応した契約方式

（現行建設生産システム等を踏まえた日本型CM方式等）

・予定価格の算定など調達に関する課題への対応

・単価・数量精算契約等の活用

公共工事の入札契約制度の改革等

○技能労働者の処遇の改善
・社会保険等未加入対策の更なる徹底

・技能に見合った処遇が受けられ、多様なキャリアパス
が実現される就労環境づくり

（技能労働者の資格や工事経験データのＩＴ管理による
技能評価の推進）

・更新期を迎える登録基幹技能者制度の更なる普及

・公共工事設計労務単価の公表に際し、建設労働者等の
雇用に伴う必要経費を含む金額を参考公表

・建設業の魅力を若者に伝える現場実習等の積極的展開

○技術者の育成支援
・技術者データベースの実現と活用

・監理技術者になり得る新たなキャリアパスの検討

○建設産業への就業促進のための戦略的広報

総合的な担い手の確保・育成支援

○他業界との連携強化

を含む官民一体の体

制づくり

○専門工事業者を含む

地方・中小建設企業

の海外展開を促進す

るための施策の拡充

○建設業の海外展開に

関する目標を年間２

兆円以上に設定

海外展開支援策
の強化

○維持更新時代、低炭
素・循環型社会に対応
する業種区分の点検と
見直し

○技術者資格制度の点検

○リフォームを中心とす
る軽微な工事の適正な
契約及び施工の確保

・リフォーム工事に係るマニ
ュアルの策定、指導監督の
強化等

・軽微な工事の取扱いの検討

時代のニーズに対応した
施工技術と品質確保

○被災地では
復旧・復興工事が今後本格化

H23
2月

H24
2月

増減

金額 １８８
億円

７２１
億円

３．８
倍

件数 ６９４
件

１５１７
件

２．２
倍

被災
３県 全国

「容易」と回答した企業割合

「困難」と回答した企業割合

○被災地では
入札不調が多数発生

100件超/月

出所：国土交通省調べ

件数

公共工事

ひら

出所：国土交通省調べ、総務省「労働力調査」、文部科学省「学校基本調査」

201220112010(被災３県)

出所：北海道建設業信用保証（株）、東日本建設業保証（株）、
西日本建設業保証（株）「公共工事前払金保証統計」
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H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

地方公共団体の土木部門職員数

建設業就業者数

地方公共団体発注工事金額

（年度）

（万人） （％）

H4 → H23
▲55％

H4→ H23
▲20％

H4→ H23
▲２５％

0

101

18.9万人

619万人

16.3兆円

497万人

7.4兆円

14.2万人

平成2

17

0
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⑫ 公共事業労務費調査における保険加入状況調査の結果（抄）

１．公共事業労務費調査
○予算決算及び会計令に基づき、公共工事の予定価格の積算を適正に行うため、毎年10 月、国、都道府県、政令市
等発注の公共工事に従事する建設労働者（約20万人）の賃金支払い実態を調査してとりまとめたもの。

２．保険加入状況調査の結果概要
○公共事業労務費調査（平成23 年10 月調査）において、企業単位での保険加入状況の調査項目の追加、労働者個
人単位での加入保険種別区分の詳細化を行い、保険加入状況を調査したところ、下記の加入状況が確認された。
なお本結果は、労務費調査において有効標本とされるものについて集計を行った。

※北海道の３保険加入率：【企業別】 ８４％（全国平均 ８４％）

【労働者別】 ６２％（全国平均 ５７％）

出典：「公共事業労務費調査における社会保険加入状況調査結果について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000272.html


